
平成22年８月25日発行

8 2010
No.873

NAKAMA CITY  Public RelationsNAKAMA CITY  Public Relations

広 報広 報

平
成
22
年
国
勢
調
査

調
査
期
日
は
10
月
１
日

　

５
年
に
一
度
、
日
本
国
内
に
住

む
す
べ
て
の
人
・
世
帯
を
調
査
す

る
国
勢
調
査
を
、
全
国
一
斉
に
実

施
し
ま
す
。

　

今
回
の
国
勢
調
査
は
、
わ
が
国

が
本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
と
な

っ
て
初
め
て
実
施
す
る
調
査
で
、

各
方
面
か
ら
日
本
の
未
来
を
考
え

る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

統
計
情
報
を
提
供
す
る
調
査
と
し

て
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
間
市
で
も
調
査
員
が
町
内
を

巡
回
し
、
調
査
票
の
配
布
・
回
収

を
行
い
ま
す
。
配
布
は
９
月
下
旬

予
定
で
す
の
で
、
お
伺
い
し
た
際

は
、
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
今
回
の
調
査
で
は
、
配
布
し
た

封
筒
に
調
査
票
を
入
れ
て
提
出
し

て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
調
査
員

が
、
調
査
票
を
確
認
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
郵
送
で
調
査
票
を
提
出

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

■
か
た
り
調
査（
詐
欺
行
為
）に
ご

注
意
く
だ
さ
い

　

平
成
17
年
度
の
国
勢
調
査
実
施

期
間
中
、
福
岡
県
内
で
15
件
の
か

た
り
調
査
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

国
勢
調
査
実
施
期
間
中（
９
月
～

10
月
下
旬
）は
、
か
た
り
調
査
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
調
査
員
は
、
顔
写
真
入
り
の
調

査
員
証
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。
調

査
票
の
配
布
・
回
収
の
際
に
、
金

銭
を
要
求
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り

ま
せ
ん
。

●
問
合
先　

総
合
ま
ち
づ
く
り

課
企
画
係

　

☎（
２
４
６
）６
２
３
４

○
９
月
20
日
～
10
月
29
日
は
…

　

中
間
市
国
勢
調
査
実
施
本
部

　

☎（
２
４
５
）７
２
０
０

確
か
め
て
く
だ
さ
い
９
月
登
録
の

選
挙
人
名
簿
と
在
外
選
挙
人
名
簿

　

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
９
月

１
日
現
在
で
、
新
し
く
中
間
市
で
の

選
挙
資
格
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
人

を
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
ま
す
。

　

今
回
の
登
録
に
該
当
す
る
人

は
、
今
年
の
６
月
１
日
ま
で
に
中

間
市
に
転
入
し
た
人
お
よ
び
、
今

年
の
９
月
１
日
ま
で
に
満
20
歳

（
平
成
２
年
９
月
２
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
人
）に
な
る
人
で
、
い
ず

れ
も
６
月
１
日
ま
で
に
住
民
基
本

台
帳
に
登
録
さ
れ
、
９
月
１
日
ま

で
引
き
続
い
て
登
録
さ
れ
て
い
る

人
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
選
挙
管
理
委
員
会

で
は
、
９
月
１
日
現
在
で
登
録
す

る
人
の
書
面
お
よ
び
、
在
外
選
挙

人
名
簿（
外
国
に
い
て
も
国
政
に
参

加
で
き
る
人
を
載
せ
て
い
る
書
面
）

を
次
の
と
お
り
お
見
せ
し
ま
す
。

●
期

間　

９
月
３
日
金
～
７

日
火
・
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時

●
場

所　

選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局（
市
役
所
３
階
）

※
異
議
の
申
し
出
は
、
期
間
中
に

限
ら
れ
ま
す
。

※
市
役
所
閉
庁
日
は
、
警
備
員
室

で
お
見
せ
し
ま
す
。

●
問
合
先　

選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局

　

☎（
２
４
６
）６
２
３
０

元気な風がふくまち　なかま

　
　９月９日は救急の日です。また、みなさんに
救急医療業務について、正しい理解と認識を
深めていただくため、９月５日から 11 日まで
を「救急医療週間」としています。
　救急車は正しく利用しましょう
　救急件数は年々増加しており、一昨年より
86 件の増加、５年前よりも 227 件増加してい
ます。
　平成 21 年中、消防署では 2,127 人の患者を
医療機関などに搬送しました。これは市民の
約 22 人に１人の割合で救急車を利用したこと
になります。また、そのうち約 30％の人が「軽
症」と診断されています。
　ちょっとした発熱や風邪などで、タクシー代
わりとして使われることもあり、本当に必要と
する人の妨げになっています。
　救急車は正しく利用しましょう。
　救急は119番、あわてずに
　救急車を呼ぶときに、次のことを教えていた
だくと、より早い対応が可能になります。
①事故などの発生場所と近くの目標
②ケガ人や病人の氏名・年齢・状況
③かかりつけの病院の有無
④通報者の氏名・電話番号
　普通救命講習会
～大切な命を救う知識や技術を身につけましょう～
　平成 16 年７月から、一般市民にもＡＥＤ（自
動体外式除細動器）いわゆる電気ショックの使
用が認められるようになりました。
　消防署では、市内に在住か通勤・通学して
いる人を対象に、奇数月の第４日曜日・午前９
時から普通救命講習会を開催しています。
　また、市内の地区公民館や事業所などを対象
とした応急手当講習も行っています。お気軽に
申し込んでください。
●申込・問合先　中間市消防署
　　　　　　　　☎（２４５）０９０１

９月９日は救急の日
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敬
老
祝
い
金
を
贈
呈
し
ま
す

　

贈
呈
対
象
者
は
次
の
年
齢
に
該

当
し
、
平
成
22
年
５
月
21
日
以
前

か
ら
８
月
20
日
現
在
ま
で
中
間
市

内
に
居
住
し
て
い
る
人
で
す
。

　

な
お
、
対
象
者
に
は
直
接
は
が

き
で
通
知
し
ま
す
の
で
、
会
場
な

ど
の
案
内
や
注
意
事
項
は
、
は
が

き
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
年
齢

〇
満
77
歳
…
昭
和
８
年
１
月
１
日

～
昭
和
８
年
12
月
31
日
生
ま
れ

の
人

〇
満
88
歳
…
大
正
11
年
１
月
１
日

～
大
正
11
年
12
月
31
日
生
ま
れ

の
人

〇
満
99
歳
以
上
…
明
治
44
年
12
月

31
日
以
前
生
ま
れ
の
人

●
持
っ
て
く
る
も
の　

は
が
き
、

印
鑑

※
夫
婦
で
該
当
す
る
人
な
ど
は
、

各
自
の
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

●
問
合
先　

介
護
保
険
課

　

☎（
２
４
６
）６
２
７
８

固
定
資
産
未
登
記
家
屋
は

届
け
出
が
必
要
で
す

　

現
に
所
有
し
て
い
る
未
登
記
家

屋（
過
年
度
新
築
・
増
築
・
附
属
家
）

で
、
市
へ
の
届
け
出
が
行
わ
れ
て

い
な
い
も
の
は
家
屋
調
査
の
必
要

が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
急
に
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
過
年
度
新
築
と
増
築
は
、

地
方
税
法
第
17
条
の
５
第
３
項
に

よ
り
遡
及
５
年
の
追
徴
と
な
り
ま

す
。

●
問
合
先　

課
税
課

　

☎（
２
４
６
）６
２
７
４

計
量
器
は
必
ず
定
期
検
査
を

　

取
引
ま
た
は
証
明
に
使
用
す
る

計
量
器（
は
か
り
・
お
も
り
）は
、

「
計
量
法
」
に
よ
っ
て
定
期
検
査

を
受
け
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
の
で
、
計
量
器
は
必
ず

検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

　

検
査
日
に
検
査
を
受
け
ら
れ
な

い
と
き
や
廃
業
な
ど
で
使
用
し
て

い
な
い
場
合
は
、
産
業
振
興
課
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
日

時　

９
月
13
日
月
、
14

　

日
火
・
午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
場

所　

中
央
公
民
館

●
持
っ
て
く
る
も
の　

計
量
器（
は

　

か
り
、
お
も
り
、
分
銅
）、
通

知
は
が
き

●
手
数
料　

は
か
り
１
台
…
250

　

～
２
、
２
０
０
円
、
お
も
り
・

分
銅
各
１
個
…
10
円

●
問
合
先　

産
業
振
興
課

　

☎（
２
４
６
）６
２
３
５

子
育
て
講
座
を
開
催

　

毎
日
、
家
事
や
育
児
を
が
ん
ば

っ
て
い
る
お
母
さ
ん
、
お
子
さ
ん

と
楽
し
く
参
加
で
き
る
子
育
て
講

座
を
開
催
し
ま
す
。

　

申
し
込
み
は
不
要
で
す
の
で
、

直
接
会
場
へ
親
子
遊
び
が
で
き
る

服
装
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

●
日

時　

９
月
17
日
金
・
午

前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

●
場

所　

な
か
ま
ハ
ー
モ
ニ

ー
ホ
ー
ル

●
講

師　

熊
丸
み
つ
子
さ
ん

※
当
日
、
く
る
り
広
場
は
午
前
中

閉
館
し
、
正
午
か
ら
開
館
し
ま
す
。

●
問
合
先　

子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

　

☎（
２
４
５
）５
５
５
７

ぶ
ら
り
散
歩
と

ス
ト
レ
ッ
チ
体
操

●
期
日
・
コ
ー
ス

○
９
月
21
日
火
・
働
く
婦
人
の
家

～
唐
戸
水
門

○
10
月
５
日
火
・
働
く
婦
人
の
家

～
屋
根
の
な
い
博
物
館

●
時

間　

午
前
10
時
～
11
時

30
分

●
定

員　

20
人（
応
募
者
多

　

数
の
場
合
は
抽
選
）

●
講

師　

馬
場
明
美
さ
ん

　
（
健
康
運
動
実
践
指
導
者
）

●
申
込
方
法　

住
所
、
氏
名
、
年

齢
、
電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、

往
復
は
が
き
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い

●
申
込
締
切　

９
月
10
日
金
・
必
着

●
申
込
・
問
合
先　

働
く
婦
人
の

家（
〒
809
‐
０
０
３
６
長
津
一

丁
目
25
‐
１
）

　

☎（
２
４
６
）０
４
８
３

National
Pension
National
Pension

市
民
課
年
金
係
☎（
２
４
６
）６
２
４
０

国
民
年
金

国
民
年
金

■
国
民
年
金
に
は
国
民
全
員
が

加
入
し
ま
す

　

国
民
年
金
に
必
ず
加
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
人
は
、
日
本
国
内

に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
人
で
す
。
加
入
者
は
３
つ
の

グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

●
第
１
号
被
保
険
者（
20
歳
～
60
歳
未
満
）

○
自
営
業
者
、
自
由
業
者
、
無
職

の
人
、
学
生

○
地
方
議
会
の
議
員
ま
た
は
国
会

議
員
と
そ
の
配
偶
者

○
遺
族
年
金
受
給
権
者
と
障
害
年
金

受
給
権
者
と
そ
の
配
偶
者
な
ど

※
第
２
号
、
３
号
被
保
険
者
に
該

当
し
な
い
人
。

●
第
２
号
被
保
険
者（
就
職
時
～
70
歳
未
満
）

　

厚
生
年
金
加
入
者
、
共
済
組
合

員
、
船
員

●
第
３
号
被
保
険
者（
20
歳
～
60
歳
未
満
）

　

厚
生
年
金
加
入
者
・
共
済
組
合

員
・
船
員
の
配
偶
者

※
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
に
限
り
ま
す
。

■
こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
が

必
要
で
す

　

就
職
、
退
職
、
結
婚
な
ど
で
加

入
者
の
種
類
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
届
け
出
を
し
な
い
と
将
来
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
次
の
場
所
で
必
ず

届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
20
歳
に
な
る
と
き

○
第
１
号
に
な
る
場
合
…
年
金
事
務

所
、
市
役
所

○
第
３
号
に
な
る
場
合
…
配
偶
者

の
勤
務
先

●
会
社
に
就
職
す
る
と
き

○
第
１
号
に
な
る
場
合
…
手
続
き

不
要

○
第
２
号
に
な
る
場
合
…
勤
務
先

●
会
社
を
退
職
す
る
と
き

○
第
１
号
か
ら
第
１
号
に
な
る
場

合
…
手
続
き
不
要

○
第
２
号
か
ら
第
１
号
に
な
る
場

合
…
年
金
事
務
所
、
市
役
所

○
第
２
号
か
ら
第
３
号
に
な
る
場

合
…
配
偶
者
の
勤
務
先

●
結
婚
、
退
職
な
ど
で
配
偶
者
の

扶
養
に
な
る
と
き

　

配
偶
者
の
勤
務
先

●
配
偶
者
の
扶
養
か
ら
は
ず
れ
る

と
き

○
第
１
号
に
な
る
場
合
…
年
金
事

務
所
、
市
役
所

○
第
２
号
に
な
る
場
合
…
勤
務
先

「広報なかま」８月10日号６ページの「中間市都市計画の変更の原案をお見せします」の記事でお知らせしました、事前閲覧・
公聴会が延期となりました。閲覧時期など決まりましたら改めてお知らせします。●問合先　都市整備課☎（２４６）６２６１お詫び
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家
庭
用
廃
食
用
油
（
て
ん
ぷ
ら

油
）
の
回
収
を
行
い
ま
す

●
回
収
実
施
日　

９
月
12
日
日

※
回
収
を
希
望
す
る
場
合
は
、
回
収

日
前
日
ま
で
に
町
内
会
長
ま
た
は
公

民
館
長
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

●
持
込
時
間　

午
前
９
時
ま
で

●
持
込
場
所　

各
町
内
の
公
民
館

※
町
内
会
に
よ
っ
て
は
異
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
町
内
会
長

ま
た
は
公
民
館
長
の
指
示
に
従
っ

て
く
だ
さ
い
。

●
注
意
事
項

○
家
庭
用
廃
食
用
油
以
外
は
、
絶
対

に
持
ち
込
ま
な
い
で
く
だ
さ
い

○
持
ち
込
み
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
で

お
願
い
し
ま
す

○
洗
剤
な
ど
が
混
入
し
た
廃
食
用

油
は
回
収
し
ま
せ
ん

●
問
合
先　

環
境
保
全
課

　

☎（
２
４
６
）６
２
６
５

書
道
・
絵
画
合
同
展
を

開
催
し
ま
す

　

記
念
す
べ
き
10
回
目
と
な
り
ま

し
た
。
多
く
の
み
な
さ
ん
の
ご
来

場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

●
日

時　

９
月
４
日
土
～
７

日
火
・
午
前
９
時
～
午
後
６
時

※
７
日
は
午
後
５
時
ま
で
。

●
場

所　

な
か
ま
ハ
ー
モ
ニ

ー
ホ
ー
ル
１
階
展
示
室

●
問
合
先　

○
絵
画
…
山
田
宅

　

☎（
２
４
４
）３
５
８
７

○
書
道
…
向
井
宅

　

☎（
２
４
４
）４
５
７
５

９
月
10
日
は
下
水
道
の
日

　

下
水
道
の
日
は
、
下
水
道
の
役

割
や
下
水
道
整
備
の
重
要
性
な
ど

に
つ
い
て
み
な
さ
ん
の
理
解
と
関

心
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

記
念
日
で
す
。
清
潔
で
快
適
な
環

境
を
作
る
た
め
に
、
公
共
下
水
道

が
整
備
さ
れ
た
地
区
の
み
な
さ
ん

は
一
日
も
早
く
公
共
下
水
道
へ
接

続
し
て
く
だ
さ
い
。

　

下
水
道
施
設
の
見
学
会

　

10
人
以
上
の
団
体
で
下
水
道
施

設
の
見
学
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
見
学
時
間
は
１
時
間
程
度
で
、

事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

●
見
学
時
間　

平
日
の
午
前
10
時

～
午
後
４
時

●
問
合
先　

財
団
法
人
福
岡
県

下
水
道
公
社
遠
賀
川
下
流
浄
化

セ
ン
タ
ー

　

☎（
２
４
６
）３
７
６
３

消
防
設
備
士
法
定
講
習
を

開
催
し
ま
す

●
受
講
対
象
者

〇
消
防
設
備
士
免
状
の
交
付
を
受

け
た
日
か
ら
２
年
以
内
の
人

〇
前
回
の
講
習
を
受
け
た
日
か
ら

５
年
以
内
の
人

※
受
講
期
限
内
に
受
講
し
な
い
場

合
、
免
状
返
納
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

●
講
習
場
所　

北
九
州
市
役
所

　
（
小
倉
北
区
城
内
１
‐
１
）

●
講
習
区
分
・
期
日

○
消
火
設
備
…
11
月
29
日
月
、
30
日
火

〇
警
報
設
備
…
12
月
１
日
水
、
２
日
木

〇
避
難
設
備
・
消
火
器
…
12
月
３
日
金

●
受
付
期
間　

８
月
30
日
月
～
10

月
１
日
金

●
受
講
料　

７
、０
０
０
円

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
問
合
先　

消
防
署

　

☎（
２
４
５
）０
９
０
１

９月の祝日 もえるごみ ビン・カン もえないごみ

９月20日月敬老の日 収集します 収集します

９月23日木秋分の日 × ９月30日木に振替

●問合先　環境保全課☎（２４５）５３００

９月の祝日に伴うごみの振替日
もえるごみとビン・カンの収集が９月 20 日の第３月曜日になっている地
区は、収集します。もえないごみの収集が９月 23 日の第４木曜日になっ
ている地区は、９月 30 日木に振り替えます。もえるごみは収集しません。

№

National
Health 

Insurance

National
Health 

Insurance

健
康
増
進
課
国
保
医
療
係
☎（
２
４
６
）６
２
４
６

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険
208

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
を
交
付
し
ま
す

　

70
歳
未
満
の
人（
長
寿
医
療
受

給
者
を
除
く
）が
入
院
し
た
と
き

に
、健
康
増
進
課
が
交
付
す
る
「
国

民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定

証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、

医
療
機
関
へ
の
支
払
い
が
通
常
の

３
割
負
担
か
ら
、
自
己
負
担
限
度

額（
下
表
参
照
）を
上
限
と
し
た
金

額
と
な
り
、
入
院
時
の
支
払
負
担

が
軽
減
さ
れ
ま
す（
食
事
料
な
ど

の
保
険
適
用
外
の
費
用
は
、
別
途

支
払
い
が
必
要
に
な
り
ま
す
）。

　

必
要
な
人
は
、
国
民
健
康
保
険

証
と
印
鑑
を
持
っ
て
、
健
康
増
進

課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い（
申
請

の
月
か
ら
有
効
で
す
）。

　

た
だ
し
、
国
民
健
康
保
険
税
に

滞
納
が
あ
る
世
帯
は
、
こ
の
制
度

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
こ
の
制
度
は
、
一
つ
の

医
療
機
関
ご
と
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
同
月
内
に
二
つ
以
上

の
医
療
機
関
で
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
て
医
療
費
を
支
払
っ
た

場
合
や
、
家
族
の
医
療
費
を
合
算

す
る
場
合（
一
つ
の
医
療
機
関
で
、

２
１
、０
０
０
円
以
上
支
払
っ
た
場

合
の
み
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
）は
、
健
康
増
進
課
で
高
額
療
養

費
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
中
間
市
国
民
健
康
保
険

以
外
の
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

は
、
保
険
証
を
発
行
す
る
機
関
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

区分 １か月の自己負担限度額
上位所得者（※）

（月収53万円以上）
150,000円＋（医療費－ 500,000円）× １％

【83,400円】

一般 80,100円＋（医療費－ 267,000円）× １％
【44,400円】

低所得者
（住民税非課税）

35,400円
【24,600円】

※上位所得者とは、国民健康保険加入者であれば年間所得600万円以上
の世帯。
※金額は一月あたりの限度額。【　】内の金額は、多数該当（過去12か月
に３回以上高額療養費の支給を受け、４回目の支給に該当）の場合。



44
■発行　福岡県中間市役所　　■編集　総務課広報広聴係
　〒 809‐8501 福岡県中間市中間一丁目１番１号　TEL  093（244）1111　FAX  093（245）5598
■ http://www.city.nakama.fukuoka. jp/　■webmaster@city.nakama.fukuoka. jp

■今回の「広報なかま」にかかった経費は１部約 3 円です
■ 「広報なかま」の配布は発行日から開始します。みなさんの
　お手元に３日以内でお届けできるようにしています

月の

９月の納税
●国民健康保険税（４期）

７月の住民基本台帳から
■人　口	 45,390人	（－ 20）
　　　男	 21,143人	（＋ 5）
　　　女	 24,247人	（－ 25）
■世帯数	 20,024　	（＋ 27）	（　）内は前月比
■出　生	 28人	 ■死　亡	 45人
■転　入	 115人	 ■転　出	 118人

世
帯

人人のうごき

交通事故交通事故発生状況
	 6月	 累計
件　数	 32件	173件
死　者	 0 人	 0 人
負傷者	 33人	205人

（　　）平成22年
１〜12月 火災火災発生件数

	 7月	 累計
件　数	 0件	 14件
建　物	 0件	 10件
林　野	 0件	 0件
車　両	 0件	 1件
その他	 0件	 3件

（　　）平成22年
１〜12月

日 曜 行　　　　事　　　　予　　　　定

1 水 ○身体障害者福祉相談　ハピネスなかま　（10:00〜12:00）
○市公連館長会　中央公民館　（14:00 〜）

2 木
3 金 ○１歳６か月児健診　保健センター　（受付13:15〜13:45）

4 土 ○行政相談　ハピネスなかま　（15:00〜17:00）
○心配ごと相談（弁護士）　ハピネスなかま （前日までの窓口予約受付者10人以内・相談15:00〜17:00）

5 日
救急医療週間（11日まで）

○第50回中間市長杯軟式野球大会（２日目）　市営野球場・南中学校グラウンド　（9:00予定）
○腹話術と三味線のコラボコンサート　中央公民館　（14:00 〜）

6 月
7 火 ○母親学級　保健センター　（14:00〜15:00）

8 水 ○特設人権相談所開設　人権のまちづくりセンター　（13:30〜15:30）
○なかまハーモニー寄席「春風亭昇太・柳家花緑二人会」　なかまハーモニーホール　（19:00開演）

9 木 ○救急の日広報活動　ＪＲ中間駅　（7:30〜8:30）
○男女共同参画講座「心とからだのリフレッシュ」　保健センター　（13:30〜15:30）

10 金 ○「子育て女性再就職支援」出張面接相談　人権のまちづくりセンター　（10:00〜16:00）
○平成22年10月保育所入所受付締切　こどもと福祉の課　（締切17:15）

11 土 ○おはなし会　市民図書館　（11:00〜）

12 日
環境美化の日
○第33回子どもまつり　中央公民館周辺　（9:30 〜 14:00）
○なかまミニシアター「アバター」　なかまハーモニーホール　（①10:00 〜②14:00 〜）

13 月 ○わんぱく広場「救急講座」　保健センター　（受付9:30〜10:00）
○特定計量器定期検査（14日まで）　中央公民館　（10:00 〜 15:00）

14 火 ○すくすくあかちゃん広場「救急講座」　保健センター　（受付9:30〜10:00）
15 水 ○４か月児健診　保健センター　（13:15〜13:45）

16 木 ○２歳児歯科健診　保健センター　（受付13:15〜13:45）
○健康づくりサポート教室食事編「慢性腎臓病」　保健センター　（受付18:00〜18:30）

17 金
○知的障害者（児）福祉相談　ハピネスなかま　（10:00〜12:00）
○子育て講座（親子遊び）　なかまハーモニーホール　（10:30〜11:30）
○行政相談　ハピネスなかま　（15:00〜17:00）
○心配ごと相談（弁護士）　ハピネスなかま （前日までの窓口予約受付者10人以内・相談15:00〜17:00）

18 土 ○第53回福岡県民体育大会秋季大会（19日まで）　久留米市ほか　（9:00 〜）
19 日 ○身体障害者福祉相談　ハピネスなかま　（10:00〜12:00）
20 月
21 火 秋の交通安全県民運動（30日まで）

22 水 ○７か月児健診　保健センター　（受付13:15〜13:45）
○心配ごと相談（弁護士）　ハピネスなかま （前日までの窓口予約受付者10人以内・相談15:00〜17:00）

23 木
24 金
25 土
26 日 ○普通救命講習会　消防署　（9:00 〜 12:00）

27 月 ○町内会長会　中央公民館　（13:30 〜）
○市税の夜間納付窓口の開設（30日まで）　収納課　（17:15 〜 20:00）

28 火 ○健康づくりサポート教室運動編「基礎」　保健センター　（受付18:00〜18:30）
29 水

30 木 ○３歳児健診　保健センター　（受付13:15〜13:45）
○健康づくりサポート教室食事編「高血圧症」　保健センター　（受付18:00〜18:30）

　※　行事予定は変更されることがありますので、ご注意ください。

９

有
料
広
告
欄

６か月以上のご契約の場合、契約料金の割引があります

◆契約料金
　１契約につき
　一口30,000円×3ヵ月＝
　　　　　　　　90,000円

※１契約は最低３ヵ月からとなります。

◆契約料金
　１契約につき
　一口30,000円×3ヵ月＝
　　　　　　　　90,000円

※１契約は最低３ヵ月からとなります。

広報なかまでは、
事業所の有料広告を募集しています。
広報紙で会社をＰＲしてみませんか。

広報なかまに
有料広告を掲載しませんか？
広報なかまに
有料広告を掲載しませんか？

■問合先
中間市役所　総務課広報広聴係
〒809‐8501
福岡県中間市中間一丁目１‐１
☎ 093（246）6271・ ℻ 093（245）5598
mail: koho@city.nakama.fukuoka.jp

６か月以上のご契約の場合、契約料金の割引があります

中間
市内

全戸
配布

◆契約料金
　１契約につき
　一口30,000円×3ヵ月＝
　　　　　　　　90,000円

※１契約は最低３ヵ月からとなります。

◆契約料金
　１契約につき
　一口30,000円×3ヵ月＝
　　　　　　　　90,000円

※１契約は最低３ヵ月からとなります。

広報なかまでは、
事業所の有料広告を募集しています。
広報紙で会社をＰＲしてみませんか。

中間市内
全戸配布有料広告募集有料広告募集

■問合先　中間市役所　総務課広報広聴係
〒809‐8501　福岡県中間市中間一丁目１‐１
☎ 093（246）6271・ ℻ 093（245）5598
mail: koho@city.nakama.fukuoka.jp

中 央 公 民 館  ☎（246）2321
消 防 署  ☎（245）0901
市 立 病 院  ☎（245）0981
東 部 出 張 所  ☎（246）1110
市 民 図 書 館  ☎（245）4664
歴史民俗資料館  ☎（245）4665
なかまハーモニーホール  ☎（245）8000
生涯学習センター  ☎（246）4316
体育文化センター  ☎（246）2800
人権のまちづくりセンター  ☎（245）3511
働 く 婦 人 の 家  ☎（246）0483
ハピネスなかま  ☎（245）8686
社会福祉協議会  ☎（244）1230
保 健 セ ン タ ー  ☎（246）1611
親子ひろばリンク  ☎（244）0742
パルハウスぼちぼち  ☎（243）3387
子育て支援センター  ☎（245）5557

●公共施設問合先●


